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平成１３年３月１３日

三の丸尚蔵館収蔵資料一般利用規則

（適用範囲）

第１条 三の丸尚蔵館が保存する収蔵資料の一般の利用については，三の丸尚蔵

館観覧規程（平成５年宮内庁訓令第１１号）に定めるもののほか，この規則の

定めるところによる。

（収蔵資料の定義）

第２条 この規則において，「収蔵資料」とは，歴史的若しくは文化的な資料又

は学術研究用の資料として三の丸尚蔵館において管理がされている文書（管理，

学術研究その他の理由により作成された二次資料を含む。）をいう。

（収蔵資料の利用の方法）

第３条 収蔵資料は，次に掲げる方法により一般の利用に供する。

一 前条に規定する二次資料（以下単に「二次資料」という。）の閲覧

二 二次資料の複写

（利用の制限事項）

第４条 皇室経済主管は，収蔵資料が，次の各号のいずれかに該当するものであ

る場合は，前条の規定にかかわらず当該収蔵資料の利用を制限することができ

る。

一 次に掲げる情報のいずれかが記録されているもの

イ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定

の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより，特

定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個

人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利

益を害するおそれがあるもの。ただし，次に掲げる情報を除く。

⑴ 法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定

されている情報

⑵ 人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要

であると認められる情報

⑶ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第
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２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法

律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独立行政法人の役員及び職

員を除く。），独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員，地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第

１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員

をいう。）である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の

内容に係る部分

ロ 法人その他の団体（国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって，次に掲げるもの。た

だし，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必

要であると認められる情報を除く。

⑴ 公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるもの

⑵ 行政機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に提供されたも

のであって，法人等又は個人における通例として公にしないこととされ

ているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質，当時の状

況等に照らして合理的であると認められるもの

二 全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体（国

及び独立行政法人等を除く。）又は個人から寄贈又は寄託を受けているもの

であって，当該期間が経過していないもの

三 利用させることにより，破損又は汚損を生ずるおそれがあるもの

四 宮内庁において現に使用されているもの（宮内庁における保存及び利用の

開始のために必要な措置が行われているものを含む。）

（閲覧の申込み）

第５条 二次資料の閲覧を希望する者は，次に掲げる事項を記載した書面を皇室



- 3 -

経済主管に提出して閲覧の申込みを行わなければならない。

一 申込者の氏名及び住所又は居所

二 収蔵資料の名称その他閲覧の申込みに係る二次資料を特定するに足りる事

項

三 閲覧を希望する日及び時間（以下「閲覧希望日時」という。）

（閲覧に応じる旨の通知）

第６条 皇室経済主管は，前条の閲覧の申込みについて次条に該当する場合を除

き，申込者に対し，閲覧に応じる旨を通知する。

（閲覧希望日時の調整等）

第７条 申込者から第５条の閲覧の申込みがあった場合において，次の各号のい

ずれかに該当するときは，皇室経済主管は，当該申込者に対し，閲覧希望日時

を変更するよう通知することができる。

一 閲覧希望日時が，閉庁日等閲覧業務を実施することができない日時に当た

るとき。

二 閲覧を希望する日が，皇室経済主管が当該閲覧の申込みを受け取った日か

ら１０日以内の日に当たるとき。

三 同じ時間帯を閲覧希望日時とする閲覧の申込みが多数重なる等のため閲覧

業務の適正な遂行に支障を生じるおそれがあるとき。

２ 前項の場合において，申込者から，当該通知に応じて閲覧希望日時を新たな

日時に変更する旨の意思表示があったときは，当該申込者から当該時点におい

て新たな閲覧の申込みがあったものとして扱う。

３ 当該閲覧の申込みに係る収蔵資料が第４条各号のいずれかに該当するとき

は，皇室経済主管は，当該申込者に対し，閲覧には応じられない旨を通知する

ことができる。

（閲覧することができる二次資料の数）

第８条 皇室経済主管は，必要があると認めるときは，申込者が閲覧することが

できる二次資料の数を制限することができる。

（複写の申込み）

第９条 二次資料の複写を希望する者は，次に掲げる事項を記載した書面を皇室

経済主管に提出して複写の申込みを行わなければならない。
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一 申込者の氏名及び住所又は居所

二 収蔵資料の名称その他の申込みに係る二次資料を特定するに足りる事項

三 希望する複写の方法

（複写に応じる旨の通知）

第１０条 皇室経済主管は，前条の複写の申込みについて次条に該当する場合を

除き，申込者に対し，複写の方法及び複写を行う場所を指定して，複写に応じ

る旨を通知する。

２ 前項の通知を受けた申込者は，前項の皇室経済主管の指定に従い，複写を行

うことができる。

３ 複写に要する費用は，申込者が負担する。

（複写の制限）

第１１条 申込者から第９条の複写の申込みがあった場合において，当該複写の

申込みに係る収蔵資料が第４条各号のいずれかに該当するときは，皇室経済主

管は，当該申込者に対し，複写には応じられない旨を通知することができる。

（職員の立会い等）

第１２条 皇室経済主管は，収蔵資料の利用について，必要と認めるときは，次

に掲げることを行うことができる。

一 三の丸尚蔵館の職員（第１４条において「職員」という。）を立ち会わせ

る等の方法により，収蔵資料の保全のために必要な措置をとること。

二 利用のための場所を指定すること。

三 出版，放映，頒布等を目的とする利用について条件を付すこと。

四 迷惑行為その他により事務の遂行に支障をきたし，又は支障をきたすおそ

れがある者に対し，退去を命じ，又は立入りを拒否すること。

五 この規則若しくはその他の規則に違反し，又は皇室経済主管の指示に従わ

ない者に対して，収蔵資料の利用を停止すること。

（利用者の責任）

第１３条 利用者は収蔵資料に含まれる情報を利用することによって著作権，プ

ライバシー等第三者の権利利益を侵害したときは，その一切の責任を負うもの

とする。

（個人情報漏えい防止のために必要な措置）
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第１４条 皇室経済主管は，収蔵資料に個人情報（生存する個人に関する情報で

あって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等により特定の個人

を識別することができるもの（他の情報と照合することができ，それにより特

定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。）が記録

されている場合には，当該個人情報の漏えいの防止のため，以下の措置を講ず

る。

一 収蔵庫の施錠その他の物理的な接触の制限

二 当該収蔵資料に記録されている個人情報に対する不正アクセス（不正アク

セス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）第３条第２項

に規定する不正アクセスをいう。）を防止するために必要な措置

三 職員に対する教育・研修の実施

四 その他必要な措置

（収蔵資料の目録及び一般利用規則の閲覧）

第１５条 皇室経済主管は，収蔵資料の目録の写し及びこの規則の写しを，三の

丸尚蔵館において来訪者の閲覧に供する。

（その他必要な事項）

第１６条 この規則の実施について必要な事項は，皇室経済主管が定める。

附 則

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年６月１４日）

この規則は，平成１４年６月１７日から施行する。

附 則（平成１７年７月１日）

この規則は，平成１７年７月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。
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本件に関するお問い合わせは

宮内庁長官官房用度課三の丸尚蔵館管理係へ

電話０３－３２１３－１１１１（内線３６０２）


